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第１章 総則

第１節 一般事項

１ 適用範囲 

（１）福岡県企業局矢部川発電事務所工事共通仕様書（以下、「本仕様書」という。）は、福岡県企

業局矢部川発電事務所（以下、「当所」という。）が発注する工事に適用する。 

（２）受注者は、本仕様書の適用にあたっては、建設業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の

原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者はこれら監督、検査（完成

検査、出来高検査）にあたっては、福岡県財務規則（昭和 39 年 4 月 1 日 福岡県規則第 32

号）（以下、「財務規則」という。）の規定に基づくものであることを認識しなければならない。 

（３）契約書に添付された特記仕様書、内訳書、図面に記載された事項は、本仕様書より優先する

ものとする。 

（４）特記仕様書、内訳書、図面等に相違がある場合、受注者は監督員に確認し、指示を受けなけ

ればならない。 

（５）受注者は、本工事の施工にあたり施工対象の使用目的・設置場所・他施設との関連などについ

て調査・検討の上で、適正・誠実に製作・施工を行い、設備工事全体が耐蝕性等にすぐれ、長

期にわたる苛酷な使用条件に対しても高度の機能と信頼性を保持し、かつ運転・保守が安全・

容易に行われるものでなければならない。 

２ 用語の定義 

本仕様書、その他設計図書で用いる用語の定義は、工事請負契約書及び関連法規で用いる用

語の定義に準ずるほか以下による。 

（１）「設計図書」とは、当該工事の図面、内訳書、特記仕様書及び本仕様書をいう。 

（２）「竣工図書」とは、完成検査を受けるにあたり工事請負者が準備すべき、別表２で規定する

文書・図面等をいう。 

（３）「完成図書」とは、受注者が完成検査完了後に当所に引き渡すべき、別表３で規定する文

書・図面等をいう。 

（４） 「承諾図書」とは、機器製作または現場施工に先立ち、機器詳細図または施工詳細図をはじ

めとする必要図書をもって、当所の承諾を得るためのものをいう。 

３ 近接工事の取り扱い 

企業局発注工事における近接工事の間接工事費等の調整は行わないものする。ただし、現工事

と密接な関連工事がある工事で、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 6 号により随

意契約方式により発注する場合は、間接工事費等の調整を行うものとする。 

４ 法令・条例等の適用 

（１）本工事に関係のある法令、条例等を遵守し、必要な届出、手続きなどは請負者がこれを代

行する。また、これに要する費用は特記仕様書で定めるものを除き請負者の負担とする。 

（２）官公庁手続きが必要となった場合は、直ちに監督員と協議を行い、当所の承認を得た上で、

工事の進捗を妨げることのないよう、速やかに手続きを完了すること。 
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５ 準拠規格 

本工事は、設計図書に指定されているものの他、以下に示す規格・基準に準拠して施工すること。

特に版の指定のない限り、契約時における最新版とする。 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編、機

械設備工事編） 

同公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編） 

同電気･機械設備工事監理指針、同技術調査課電気通信室電気通信設備工事共

通仕様書 

同電気通信設備施工管理の手引き 

JEM（日本電機工業会標準規格） 

JEC（電気学会電気規格調査会標準規格） 

JIS（日本産業規格） 

福岡県土木工事共通仕様書 

福岡県土木施工管理の手引き 

その他本工事に関係する規格等 

６ 疑義 

設計図書に定める事項について疑義を生じた場合の解釈及び本工事施工の細目については、当

所の指示に従うものとする。 

７ 契約不適合責任 

（１）本工事の契約不適合責任は工事請負契約書第４５条及び第５７条による。 

（２）契約不適合責任期間中に受注者の責任に帰すべき原因による事故が発生した場合には、受

注者は、無償にして直ちに改造補修または新品と交換すること。 

（３）契約不適合責任期間中に不具合が発生した場合はすみやかに技術者を派遣して整備・点検

すること。 

８ 県産資材の優先使用 

受注者は、本工事に使用する資材については、福岡県内で産出、生産または製造されたもの（以

下「県産資材」という。）の使用に努めなければならない。 

また、県産資材の調達が困難な資材については、県内中小企業から調達するように努めなければ

ならない。 

なお、県産資材を使用しない場合は、「県産資材不使用理由書」を監督員に提出すること。 

９ 暴力団等による不当介入の排除対策 

受注者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 

（１）暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告す

るとともに、所轄の警察署に届け出を行い、捜査上必要な協力を行うこと 

（２）暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督員に報告する

とともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

（３）排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と

工程に関する協議を行うこと。 
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第２節 工事管理 

１ 現場代理人及び主任技術者等 

（１）受注者は、契約書第 10 条の規定に基づき本工事について現場代理人、監理技術者等及び

専任技術者を定め、書面によって発注者に届け出なければならない。また、施工体制に変更が

生じた場合は、速やかに届け出るものとする。 

（２）監理技技術者等の専任期間（現場施工に着手する日及びその期間）については、請負契約の

締結時に定まっている場合を除き、監督員との打ち合わせにおいて定めるものとする。 

なお、次に掲げる期間については、工事現場への専任を要しない。 

ア 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間 

イ 工事を全面的に一時中止している期間 

ウ 工場製作のみが行われている期間 

エ 工事完了後、検査（手直し検査含む）が終了し、事務手続、後片付け等のみが残ってい

る期間 

２ 工事工程表 

（１）契約書第 3 条に基づき契約直後に提出する工程表にて、契約工事期間中の全ての工程の

概略について提出すること。なお、詳細工程については監督員と協議し、すみやかに提出す

ること。 

（２）現場施工中においては、週工程表及び月間工程表も提出すること。 

３ 施工計画書 

受注者は、工事着手前に工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等についての施工

計画書を監督員に提出しなければならない。 

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合、受注者は、施

工計画書に次の事項について記載しなければならない。ただし、請負者は簡易な工事（簡易版）に

おいては、監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

なお、⑧施工管理計画、⑨安全管理、⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

は必携とする。 

①工事概要 ②計画工程表 ③現場組織表 ④指定機械 ⑤主要機械  

⑥主要資材 ⑦施工方法 ⑧施工管理計画 ⑨安全管理 ⑩緊急時の体制 

⑪交通管理 ⑫環境対策 ⑬現場作業環境の整備  

⑭再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ⑮その他 

４ 発生材の処理等 

（１）建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（以下｢建設リサイクル法｣という。）の対象と

なる工事にあたっては、同法第 12 条に基づき、同法第 10 条第 1 項第 1 号から第 5 号まで

に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して監督員に説明しなければな

らない。 

（２）受注者は、建設副産物の適正な処理及び再生資源の積極的な活用を図り、現場着工前ま

でに建設廃棄物処理計画書と記載の添付書類を監督員に提出し確認を受けなければなら

ない。また、建設リサイクル法対象工事については、再生資源利用計画書、再生資源利用

促進計画書を作成し、監督員に提出しなければならない。 
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（３）受注者は、現場施工中に現場にて発生する発生材を種類ごとに分別し、適切な処理をしな

ければならない。 

（４）発生材のうち、産業廃.棄物として搬出する場合は、最終処分が終了したことを産業廃棄物

管理票（マニフェスト）又は電子マニフェストにより適切に処理されていることを確かめるととも

に、監督員が A 票・E 票の原本を照合し確認する。マニュフェストは提示とし、完成前までに

指定の集計表を作成し、「工事打合せ簿」により提出する。 

また、電子マニュフェストについては、A 票・E 票の代わりに、情報処理センターからの運搬終 

了報告、処分報告、最終処分終了報告の通知（電子メール等）等を提示すること。 

（５）産業廃棄物の処理には、原則として建設系廃棄物マニフェストを使用すること。ただし、これ

を使用できない場合は、廃棄物１種類につき１つのマニフェスト伝票を使用して廃棄物の数

量を明確にしなければならない。 

（６）産業廃棄物を工事現場内から搬出する運搬車には、法令で義務付けられている事項の表

示及び書面の備え付けをしなければならない。 

（７）発生材の処理の完了後は、監督員検査の前に発生材の処理実績について建設廃棄物処

理結果報告書を提出しなければならない。建設リサイクル法対象工事については、再資源化

等報告書も合わせて提出するとともに、これを保存しなければならない。 

５ 各種保険等 

（１）受注者は、工事の業種、工事内容に応じた保険を契約し、その契約書の写しを監督員へ提

出しなければならない。 

（２）保険の種類については、建築工事を主体とする工事においては建設工事保険、機械、装置、

鋼構造物等を据付ける組立工事を主体とする工事については組立保険、道路工事、上下

水道等、土木構造物を建設する土木工事を主体とする工事においては土木工事保険を付

保すること。ただし、当所が認めた場合に限り火災保険、賠償責任保険とすることができる。 

（３）保険対象は工事請負契約の対象となっている工事全体とすることとし、被保険者は発注者

並びに受注者及びその下請負人とすること。 

（４）保険の加入期間は、原則として始期を現場着手の時とし、終期を契約工期末日に 14 日を

加えた期間とする。ただし、引き渡しが保険の終期を越える場合は、別途協議するものとする。 

（５）受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その掛け金収納書

（発注者用）を工事請負契約締結後１ヵ月以内に、また、契約変更によって追加購入した掛

金収納書の写しを工事完成時に、発注者に提出しなければならない。なお、契約当初工場

製作の期間であることから建設業退職金共済制度の対象労働者を雇用しないこと等の理由

により期限内に報告書が提出できない場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を

書面により申し出るものとする。 

上記申し出を行った場合は、工事完成時までに報告書を提出するものとする。 

（６）受注者は、上記に関して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則」の第 74

条による「労災保険関係成立票」及び、建設業退職金共済制度の適用事業主であることを

表示する標識（シール）を工事現場の出入口等の見易い場所に掲示しなければならない。 

６ 工事の下請負 

（１）受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる用件をすべて満たされなければなら

ない。 

① 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 
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② 下請負人が、社会保険等に加入していること。 

③ 下請負人が福岡県の建設工事競争入札参加資格者である場合には、指名停止期間で

はないこと。 

④ 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

（２）受注者は、下請契約の相手方を福岡県内中小企業から選定するよう努めなければならない。 

また、下請契約の相手方を県外業者（県内に本店を有する業者以外の業者）とする場合は、

「選定理由書」を監督員に提出すること。 

７ 施工体制台帳 

受注者は、発注者から直接請け負った工事を施工するために、下請契約を締結する場合には、下

請金額にかかわらず当所が指定する様式により施工体制台帳を作成し、遅滞なく監督員へ提出

するものとする。 

なお、監督員へ提出する際は指定する様式「チェックリスト」添付し、下請負契約が「建設業法」や

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の法令に違反することがないよう発

注者及び請負者の双方で確認を行うものとする（附則２によるものとする）。 

また、提出した施工体制台帳の記載事項に変更が生じた場合は、その都度変更するものとし、遅

滞なく監督員へ提出するものとする。 

提出不要なものについては、下記のとおり。 

（a） 建設業許可書の写し（元請け・下請けとも不要） 

（b） 請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するものの写し 

（c） 監理技術者などの技術者届けの写し 

（d） 見積依頼書の添付図面 

（e） 技術者配置の要件以外の資格や実務経歴の写し 

（f） 下請け技術者の資格・免許等の写し 

８ 工事実績情報サービス（CORINS）の登録 

受注者は、受注時、または変更時において工事請負代金額が 500 万円以上の工事について、工

事実績情報サービス（CORINS）に基づき、受注・変更・完成/・訂正時に工事実績情報として「工

事カルテ」を作成し監督員の確認を受けたうえ、下記の期間内に登録申請しなければならない。 

受注時 契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内 

登録内容の変更時 変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き 10 日以内 

完成時 工事完成後 10 日以内 

訂正時 適宜 

登録変更時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみの変更の 

場合は、原則として登録を必要としない。 

また、登録機関発行の「CORINS 受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督員に提 

出しなければならない。 

９ 特定建築材料の飛散漏えい防止対策 

（１） 受注者は、建築物又は工作物の解体・改造・補修工事（以下「解体等工事」という。）を行う場合にお

いて、「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」（環水大大発第2011301号 令

和 2 年 11 月 30 日）及び「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止策

徹底マニュアル」（厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局大
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気環境課）を参考に、大気汚染防止法（以下「大防法」という。）第二章の三の「粉じんに関する規制」

を遵守すること。 

（２） 事前調査において、分析調査等が必要と判断される場合、監督員に事前に協議を行うこと。  

１０ 建設副産物情報交換システム「COBRIS」の登録 

（１） 受注者は、工事請負代金額が 500 万円以上の工事及び一定規模以上の建設資材を扱う工事につ

いて、施工計画作成時（作成しない場合は、工事着手前）、完成時及び登録情報の変更が生じた場

合は、速やかに「COBRIS」にデータの入力を行い、建設副産物情報交換システム工事登録証明書、

再生資源利用計画書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書)の様式を出力し監督員に

提出すること。また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計

画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。なお、「COBRIS」の操作に要する

費用は、共通仮設率に含まれる。また、工事登録時に必要となる利用申し込み等、システムに関する

問い合わせは次による。 

建設副産物情報センターHP  URL：http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

（２） 受注者は、（１）で定められた建設副産物情報交換システム工事登録証明書、再生資源利用計画

書（実施書）及び再生資源利用促進計画書（実施書）の様式を提出する際は、「COBRIS」から出力で

きる「チェックリスト」により、登録情報に誤りがないか確認し、疑義が生じた場合には、監督員と協議の

上、適切に登録すること。なお、「チェックリスト」は、様式を提出する際に監督員に参考提示すること。

また、「チェックリスト」の出力方法及び解説については、次による。 

（３） チェックリスト解説書（平成30年度建設副産物実態調査：COBRIS 排出事業者用）  

URL ： https://www.recycle.jacic.or.jp/osirase/release/H30chk_cobris2.pdf 

１１ 承諾図書 

（１）受注者は契約後、速やかに監督員と十分な打合せを行い、承諾図書を作成し本県の承諾

を受けた後、製作施工に着手すること。 

（２）承諾を得るための提出図書の内容は次のとおりとする。 

ア 機器承諾図(容量計算書、耐震強度計算書等を添付すること) 

イ 施工承諾図(容量計算書、耐震強度計算書等を添付すること) 

ウ 設計計算書、その他 

（３）設計図書のうちいずれにも明示がなくても、設備の目的、機能、保安法規上必要なものは請

負人の負担で整備するものとする。 

１２ 製本図面等 

受注者は、次の書類をＡ３判二つ折りとして A4 サイズに簡易製本したものをそれぞれ用意すること。 

承諾図書（本県が承諾した機器図、施工図等 ただし、監督員の指示により、提出不要とする場

合もある。 

１３ 工程会議等 

（１）受注者は、当所が主催する打合せ及び工程会議がある場合は、工程表、工事打合簿及び

その他施工に関する資料を準備し、出席するものとする。 

また、必要に応じて本工事に関係する機関と行う会議等にも出席すること。 

（２） （１）の会議のほかすべての打合せ等の都度、議事録（Ａ４判）を作成し、速やかに監督員に

提出し、内容の確認を得ること。 
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１４ 関連工事との調整及び協力等 

（１）受注者は、契約書第 2 条の規定に基づき隣接工事または関連工事の施工業者と相互に協

力し、施工しなければならない。 

また、他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも、これらの関係者と相互に

協力しなければならない。 

（２）機器の設計にあたっては、既設設備との関連性に留意して、新設及び既設設備機器の正常

な動作に支障を来さないよう関連工事の施工業者と設計資料等を交換し、綿密に打合せを

行うこと。 

（３）施工にあたって関連工事の施工業者や監督員との連絡を密にして工事の進捗を図るととも

に、工事境界区分付近の施工については相互に協力し、全体として支障のないようにしなけ

ればならない。 

また、工事により当所の通常業務に生じる支障が、最小限になるよう努めるものとする。 

（４）既設設備の運転に影響を及ぼす作業が必要な場合は、当該作業に関する（工程表、作業

組織表、緊急連絡体制表、影響を受ける機器および運転、それに対する処置･養生、その他

必要書類）を作成し、監督員の承諾を得てから作業に着手しなければならない。 

１５ 施工時期及び施工時間 

施工を行うことができる時期、時間は、原則として当所の通常勤務時間内とする。この以外の時

間に作業を行おうとする場合は、別に定める様式にて予め作業時間を監督員に提出し、承認を

受けなければならない。 

１６ 施工後容易に確認できない施工箇所 

原則としてその過程において監督員が立会を行い、その内容によっては中間検査（段階確認）と

する。 

１７ 工場検査 

工事において工場製作し、確認及び検査が必要なものについては、工場検査を行う。 

（１）工場検査を受ける時には、検査対象・検査方法・検査基準・社内検査結 

果などに関する書類及び様式「工場検査立会申請書」を監督員に提出するも 

のとする。 

（２）工場検査等の後は、検査報告書・試験成績書・指摘事項の処理報告書などを速やか 

に監督員に提出すること。 

１８ 工事写真 

（１）工事写真の撮影方法については、福岡県県土整備部土木工事施工管理の手引き第 3 編

[5]写真管理基準に準拠のこと。 

（２）撮影した写真は、機器工場製作中、機材搬入、工事着手前、施工中及び完成までを工程

順に整理編集して写真帳に収め、完成検査の際に原版(画像ファイル）と共に提出すること。 

（３）工事写真撮影用黒板の様式は、様式１を基本とする。 

１９ 提出書類 
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受注者は、別に定める書類及び監督員が指示する書類を提出しなければならない（付則 

3 によるものとする）。 

２０ 竣工図書 

竣工図書の作成要領は、別表１による。 

２１ 完成図書 

（１）完成図書の作成要領は、別表３による。これらの内訳・体裁・部数・納品時期などについては、

監督員と事前に協議の上で作成すること。 

なお、管理する既設設備に対する工事を行った場合には、既設設備の完成図書の修正を行

うこと。 

（２）「完成図」からは把握できない施工の詳細については、機器完成図・施工詳細図などをもっ

て補うものとする。 

２２ 完成検査及び引渡し 

（１）各機器類の現場据付（必要な試験及び検査を終了していること）及び試運転（設計書に計

上されている場合）が完了し、現地試験（現場において確認できるすべてのテスト）及び完成

検査に合格した時に、工事完成と認めるものとする。受渡し期日は、当所の完成検査に合格

した時とし、不合格の場合は直ちに改善または正常品と取替えるものとする。 

なお、検査に先立ち必ず社内検査を行い、その記録及び処理経過を検査時に提出すること。 

（２）試運転については、請負者は細微に精通した技術者を派遣し行うものとする。 

試運転完了後は速やかに矢部川発電事務所の職員（運転員を含む）に対し、取扱説明を

行うものとする（費用は受注者負担）。 

（３）引渡し完了までの納入機器の責任は受注者とする。付属品または補修用品類は長期の保

管ができるよう木箱に入れるか確実な格納包装をして納入し、必要に応じ保管上の説明をつ

けること。 

（４）検査には、現場代理人または主任技術者のいずれかが立会うものとする。 

２３ 工事成績評定 

１件の請負金額が 500 万円を超える建設工事を対象とし、災害応急仮工事、役務的な工事、工

事を伴わない仮設と賃料、保守点検工事、品質管理を伴わない管理工事のうち 

第３節 仮設工事等 

１ 仮設物 

（１）受注者は、現場事務所、作業小屋、資材置場及び便所等の必要な仮設物を設ける場合は、

その配置、給水及び受電経路等について監督員の指示を受け、施工計画書に記載するもの

とする。 

（２）受注者は、事務所の設置期間やその大きさについては監督員と協議すること。 

（３）火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所等はなるべく建築物及び仮設物から隔離した

場所を選定し関係法規の定めるところに従い、防火構造または不燃材料等で覆い、消火器

を設けること。 
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（４）足場を設ける場合には、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省 平成２１年

４月）の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の

作業時及び使用時、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有す

るものを設置しなければならない。 

（５）作業床の端、開口部等には、墜落防止措置として手すり、中さん及び幅木の機能を有するも

の設置及び、物の落下防止措置として、ネット等の設置をすること。 

（６）作業員の高所からの墜落に備えて、衝撃による身体への損傷を軽減する衝撃荷重緩和措

置を講じること。 

（７） ローリングタワー等の昇降設備には原則内階段を設置すること。 

２ 天井クレーン 

（１）既設の天井クレーンは、当所と協議の上使用することができる。ただし、使用後の手入及び

塗装の手直し等は請負者が行い、使用中の事故またはクレーンの破損等については一切請

負者の責任とする。 

（２）使用をする際は、使用者に対し適切な安全教育を行い、有資格者の管理の下において、使

用するものとする。 

第４節 安全管理 

１ 事故・災害の防止 

（１）受注者は、工事の施工に当たっては常に細心の注意を払い、労働安全衛生法等の関係法

令を遵守し、公衆及び従業員の安全を図らなければならない。もし人身事故等が発生した場

合は、速やかに監督員に報告しなければならない。 

（２）受注者は、現場施工期間中に、別の業者による工事が行われる場合は、安全協議会を設

置（既に設置されている場合は入会）するなど、関係法令に従い、施工業者相互間の労働安

全災害防止に努めなければならない。 

（３）工事中は所要の人員を配置し、現場内の整理、整頓及び安全に努めなければならない。 

（４）重要な工作物に近接して工事を施工する場合は、予め保安に必要な措置、緊急時の応急

措置及び連絡方法等について監督員と協議し、これを遵守しなければならない。 

（５）火薬、ガソリン等の危険物を使用する場合には、保管及び取扱いについて関係法令の定め

るところに従い万全の方策を講じなければならない。 

（６）火薬類を使用し工事を施工する場合は、予め監督員に使用計画を提出しなければならない。 

（７）遺方、山囲、覆土、締切、排水等の仮設及び特に重量物を扱う足場は堅固な構造としなけ

ればならない。 

（８）酸欠等のおそれのある既設人孔、その他地下構造物等に出入りする場合、有毒ガス、酸素

欠乏空気等の有無を事前に調査すること。また、必要に応じて、作業場所出入口において

作業員の入退場管理をおこなうこと。 

（９）工事現場への一般の出入りを禁止する必要のある場合は、監督員の承認を得てその地域へ

適当な柵を設けるとともに立入禁止の標示をしなければならない。 

（１０） 豪雨、高潮及び台風時等出水の恐れがある時は、受注者は昼夜の別なく所要の人員現 

場に待機させるとともに応急措置に対する準備をしておかなければならない。 
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（１１） 受注者は、工事現場の秩序を保つとともに、据付け機器、材料について災害、盗難等の

防止に必要な保護、養生等の措置を講じなければならない。また、災害等の異常事態が予

想される場合、または発生した場合には速やかに適切な処置を施すこと。 

（１２） 足場を設置した場合は、その日の作業を開始する前に点検者を指名し点検させ、

異常を認めたときは直ちに補修すること。 

（１３） 受注者は、当所内に定められた安全に関する規則等を遵守しなければならない。 

（１４） 受注者は、発注者の指定する場所に工事名、工期、事業主体名、発注者名及びその電 

話番号、施工者名、現場代理人名及びその電話番号を記入した工事標示板を設置しなけ

ればならない。 

２ 安全訓練等の実施 

（１）受注者は、施工計画書において工事内容に応じた安全訓練等の具体的な計画を立てなけ

ればならない。 

（２）受注者は、工事着手後、作業員全員の参加により月当たり、半日以上の時間を割り当て、

次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなけれ

ばならない。 

① 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

② 当該工事内容等の周知徹底 

③ 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

④ 当該工事における災害対策訓練 

⑤ 当該工事現場で予想される事故対策 

⑥ その他、安全・訓練等として必要な事項 

（３）工事期間中の安全訓練の実態把握のため、受注者が実施する安全訓練活動に監督員等

が参加する場合がある。 

３ 公害・紛争・物損などの防止 

（１）施工中は、騒音、振動及び悪臭等について十分配慮し、その発生源に対して適切な措置を

講ずること。 

（２）受注者は、施工現場および周辺の衛生管理・整理整頓について留意し、随時必要な清掃

などを行うこと。また、施工完了後は施工現場および周辺の清掃および後片付けを必ず行う

こと。 

（３）工事着手の際は、場内・場外を問わず紛争等の発生が予測されることについて、監督員と十

分な打合せを行い、事前に対応策を検討、実施しておくこと。 

（４）受注者は、施工にあたって地下埋設物、建物及び道路等を損傷しないよう必要な保護、補

強を行うものとし、万一損傷した場合は監督員に連絡し、指示に従って完全に修復すること。

また、施工に支障のある既設物については監督員の指示に従って処理すること。 

４ 電気保安技術者 

受注者は、事業用電気工作物の新設または増設に関する施工を行う場合など、必要に応じて

「電気保安技術者」を配置するものとする。 

（１）電気保安技術者は電気事業法に基づく電気主任技術者資格を有する者とする。 
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（２）電気保安技術者は、監督員の指示に従い、当該施工現場における電気工作物の保安・監

督業務を行う。また、施工現場が既設の施設内である場合は、当該施設の電気主任技術者

の保安・監督業務を補完するものとする。 

（３）電気保安技術者の配置に当たって、受注者は事前に様式「電気保安技術者の配置届」を

監督員に提出し、承諾を受けるものとする。 
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  別表１ 竣工図書一覧 (完成検査時に準備する書類） 

№ 名   称 数 内   容 作 成 上 の 注 意  

1 変更箇所リスト 
１ 
変更箇所・変更内容・理由の一

覧表 

必要に応じ図面及び増減表を添付 □ 

2 検査指摘事項 

・写真 
１ 
担当者・検査時の指摘事項及び

手直し後写真 

本庁検査に間に合わない時は、本庁検査の手直 

し検査時までに作成 

□ 

3 承諾図書 

(機器･施工) 

１ 

１ 

機器承諾図 

施工承諾図 

A4縮小判製本 機器と施工を別々に作成 

計算書(容量計算書、耐震計算書等）を含む 

□ 

4 伝票を用いた伝票管理

１ 

伝票原本に起工番号を記入 集計表を作成し提出すること。監督員が伝票等の

原本と照合し受付簿押印等を行う。伝票等は提

示とし、写しは不要。 

□ 

5 産業廃棄物集計表 

1 

 完成前までに集計表を作成し提出すること。監督

員がA票・E票の原本と照合し確認する。マニフェ

ストは提示とし、写しは不要。 

□ 

6 簡易な施工計画履行 

協議書及び確認書 
１ 
 決裁済のもの（対象工事のみ） □ 

7 工事打合簿 １ 一覧表の作成 工事に関する全ての会議･打合せを記録 □ 

8 施工体制台帳 
１ 
 現地工事１ヶ月前までに提出すること。 

変更の都度、更新されたものを提出すること。 

9 現場工事日報 
１ 
 各社の様式とし、安全教育項目も記載 

（必要な場合のみ） 

□ 

10 安全訓練等の活動報

告書
１  現場作業時1カ月に1回実施 

（提出している場合は不要）

□ 

11 施工計画書 

1 

 後報となっていた箇所が埋まっているか確認 □ 

12 官公庁等届出関係書類 

１ 

特定施設設置届(騒音・振動) 

危険物貯蔵所設置届 

クレーン設置報告書等 

維持管理上必要となる原本は別途引き渡すこと □ 

13 工場検査成績書 

１ 

 各種測定結果には判定基準とその根拠を明記 

立会工場検査を行った場合は工場検査結果報告 

書を含む 

□ 

14 工場製作写真 

(Lｻｲｽﾞｶﾗｰ) 

(原版:CD-R含む) 
１ 

 A4ｻｲｽﾞｱﾙﾊﾞﾑに綴じ項目別ｲﾝﾃﾞｯｸｽを付ける 

最初の頁を目次とし完成→施工順に整理 

状況説明欄には対象物・製作状況を明記 

塗装工程写真には塗料・膜厚を記入 

試験測定写真には規定値・実測値を記入 

□ 

15 現場工事写真 

(Lｻｲｽﾞｶﾗｰ) 

(原版:CD-R含む) 

１ 

 A4ｻｲｽﾞｱﾙﾊﾞﾑに綴じ項目別ｲﾝﾃﾞｯｸｽを付ける 

最初の頁を目次とし着工前から時系列に並べる 

機器・施工箇所毎に縮小図を添付 

状況説明欄には対象物・施工状況を明記 

塗装工程写真には塗料・膜厚を記入 

試験測定写真には規定値・実測値を記入 

□ 

16 施工管理記録 

１ 

機器材料搬入検査記録 

機器基礎・機器据付記録 

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験･配合報告書 

各種測定結果には判定基準とその根拠を明記 □ 

※ 提出部数については、監督員との協議により変更することがある。 

※ 各書類ファイルの表紙には、起工年度・起工番号・工事名・受注者名等を記載すること。 
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別表２ 完成図書一覧 

① 体裁の詳細および提出部数については、監督員と協議の上で変更することがある。 

② 完成図書の文字書きは、様式２による。 

③ 電子ファイルのケース及びCD-ROMの文字書きは、様式3による。 

④ 完成検査時に完成図書（仮）を用意すること。検査終了後、黒表紙製本を納品後、請負者が回収すること。

⑤ 建築付帯設備工事、修繕工事、小規模工事であれば、監督員の承諾によりキングファイルにすることを認める。

別表２－１ 建築付帯設備工事 完成図書 

№ 名 称・内 訳 体    裁 
作成 

部数 

１ 完成図書 

 ・完成図 

 ・機器完成図 

 ・容量計算書 

・取扱説明書、保守指導書 

 ・保証書 

 ・各種試験記録 

・官公庁等届出 

A4製本 

(左綴じ、ﾁｭｰﾌﾞ式ﾌｧｲﾙ) 

(図面はA3縮小とじ込み折り) 

黒表紙金文字 

２ 

２ 工事写真   １ 

３ 官公庁等届出関係書類（原本）A4ﾌｧｲﾙ(左綴じ)  １ 

４ 電子ﾌｧｲﾙ CD-ROM(CD-R) 附則１）による １ 

※完成図書の内訳一覧表を添付すること。

別表２－２ 発電設備工事 完成図書 

№ 名 称・内 訳 体    裁 
作成 

部数 

１ 完成図 

 機器図（計算書） 

 施工図（計算書） 

A3製本 

(左綴じ、ﾁｭｰﾌﾞ式ﾌｧｲﾙ) 

(A1→A3縮小) 

黒表紙金文字 

２ 

２ 取扱説明書 

取扱説明書、保守指導書 

 運転要領書 

メーカー保証書 

 予備品付属品リスト 

消耗品リスト 

 ｻｰﾋﾞｽ連絡先一覧表 

A4製本 

(左綴じ、ﾁｭｰﾌﾞ式ﾌｧｲﾙ) 

黒表紙金文字 

３ 各種試験記録 

 検査試験成績表 

 施工管理記録 

 試運転結果記録 

 官公庁等届出関係書類(写) 

A4製本 

(左綴じ、ﾁｭｰﾌﾞ式ﾌｧｲﾙ) 

黒表紙金文字 

４ 工事写真   １ 

５ 官公庁等届出関係書類（原本） A4ファイル（左綴じ）  1 

６ 電子ファイル CD-ROM(CD-R) 附則１）による １

※ 完成図書の内訳一覧表を添付すること。 

※ 各図書は個別に製本し、合冊しないこと（監督員が承諾したものを除く）。 
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（様式１）工事写真撮影用黒板様式 

発 注 者  福岡県企業局 矢部川発電事務所 殿 

起工番号  令和○○年度 第○○○－○○○○○○号 

工事箇所  ○○○発電所 

工 事 名  ○○○○○○○工事 

対象箇所 

状況説明 

施工者  ○○○株式会社○○支社 

※ 黒板は濃緑色とし、縁取線及び文字は白色とする。寸法は受注者標準とする。 

※ 工事名の表記は、契約書中の工事名称とする。 

※ 電子黒板の使用を認める。 
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（様式２）完成図書の文字書き 

令和○○年度 ○○○－○○○○○号 

○○○○○○○○○○工事 

完成図書 

（〇〇〇〇〇） 

(3/5) 

令和○○年○○月 

福岡県企業局 矢部川発電事務所 

         受 注 者 名  

※ 黒表紙、金文字製本とすること。製本A4判はチューブファイルとし、製本A2判はのり付け等とする。 

※ 起工番号の例：令和６年度 ５０６－２２００１号 

※ 「完成図書」の文字の下（背表紙では左）に、別表３－１または別表３－２で示す完成図書の名

称を記入すること。 

    例：プラント工事の場合は、（完成図原図）、（完成図）、（取扱説明書）、（各種試験記録）、（官公 

庁届出関係書類）と記入すること。 

※ 上記の各完成図書（取扱説明書、各種試験記録など）が分冊となる場合、各図書別に採番し、

５分冊のうち３冊目ならば、（３／５）のように表記すること。 

※ 年月は、契約工期末月とすること。 

令
和
○
○
年
度

○
○
○
○
○
○
○
○
○
工
事

完
成
図
書

受
注
者
名

(3/5)
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（様式３）電子ファイルの文字書き 

（１） ＣＤ－ＲＯＭケースジャケット 

      背面１             表面             背面２ 

色  （指定色）  色 

令和○○年度 第○○○○○－○○号 

○○○○○○○○○○設備工事 

完成図書 

令和○○年○○月 

福岡県企業局 矢部川発電事務所 

受 注 者 名 

色 （指定色） 色 

※ 完成図書と工事写真は一枚のＣＤに収めて提出すること。ただし、１枚に収まらない場合は、工

事写真を別ＣＤで提出すること。 

※ 工事写真を別ＣＤで提出する場合、１枚のＣＤに収めて提出すること。ただし、１枚に収まらない

場合は、監督員と協議のうえブルーレイディスク、ＵＳＢメモリ等で提出すること。 

※ 工事写真を別ＣＤで提出する場合、工事記録写真のケースジャケットの背面、表面、ＣＤ－ＲＯ

Ｍラベル面に（工事写真）と明記すること。 

※ 竣工図書の工事写真と同じデータを保存すること。 

※ ＣＤ格納ケースは、薄型ケースは不可とする。 

※ 工事名称等文字書きの内容については完成図書を参考にすること。 

※ 指定色の部分は、大渕発電所：緑、木屋発電所：赤、新矢部川発電所：桃、ちくし発電所：黄、

指定色で帯状に着色すること。 

令
和
〇
〇
年
度

〇
〇
発
電
所

○
○
○
○
設
備
工
事

令
和
○
年
度

〇
〇
発
電
所

○
○
○
○
設
備
工
事
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（２） ＣＤ－ＲＯＭラベル面 

※ ＣＤ－ＲＯＭラベル面に直接印字すること。シールによる貼り付けは不可とする。 

（３） ＵＳＢメモリの文字書き（工事写真をＵＳＢメモリで提出する場合） 

令和○○年度 第○○○－○○○○〇号 

○○○発電所 

○○○○○○○○○○工事 

完成図書 

令和○○年○○月 

ネームプレート

令和○○年度 (工事写真) 

○○○工事 

令和○○年○○月 

 福岡県企業局矢部川発電事務所

ネームプレート表面 ネームプレート裏面
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附則１）電子ファイル及び工事業者データベースの内容

電子ファイル作成要領を以下のとおりとする。 

電子ファイルの媒体は、Microsoft 社 Windows10 以降の OS で閲覧可能な CD-ROM 等（以下、 

「CD-R」という。）とする。 

また、CD-R に書き込みした全てのファイルについて、大衆的なウィルスチェックソフトでウィルス無しの確 

認を行うこと。使用するウィルスチェックソフト及びウィルス定義ファイルは、作成時で最新のものとす 

る。 

(１)記録媒体 

CD-ROM(CD-R ISO9660 LEVEL1) 

(２) CD-R 構造 

以下の格納形式とする。 

注 1）「完成図」フォルダにおいて、「オリジナルデータ」フォルダのデータファイル名は、場所施設及び機器 

名等が分かるようにすること。 

記録媒体 

図面データファイル（TIFF 形式） 

インデックスファイル（CSV 形式） 

完成図 

工事管理ファイル（CSV 形式） 

機器図 

施工図

その他図 

オリジナル 

データ

図面データファイル（TIFF 形式） 

図面データファイル（TIFF 形式） 

データファイル（DXF または DWG 形式） 

データファイル（CSV 形式） 

PDF データ 

機器図

施工図

その他図

データファイル（PDF 形式） 

データファイル（DOC、XLS 形式など） 

記録媒体 

工事写真 
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注 2）ＰＤＦデータの部分は、「しおりの機能」により、別表２－１または別表２－２の構成で作成すること。

しおり詳細は下記のとおりとする。 

1.完成図 

(1)機器図 

(2)施工図 

2.取扱説明書 

(1)取扱説明書・保守指導書・運転要領書 

a.機器Ａ 

b.機器Ｂ 

 （機器毎に整理） 

(2)保証書 

(3)予備品付属品リスト 

(4)アフターサービス組織表 

3.各種試験記録 

(1)検査試験成績表 

a.試験Ａ 

b.試験Ｂ 

 （検査、機器毎に整理） 

(2)施工管理記録 

a.管理記録Ａ 

b.管理記録Ｂ 

 （管理記録毎に整理） 

(3)試運転結果記録 

a.試験Ａ 

b.試験Ｂ 

 （試験、機器毎に整理） 

(4)官公庁等届出関係書類（写し） 

a.届出Ａ 

b.届出Ｂ 

 （届出毎に整理） 
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附則２）施工体制台帳を提出する際に用いるチェックリストの運用 

１ 目 的  

受注者が作成する「施工体制台帳及び添付資料」について、監督員へ提出する際のチェックリストを

設け、下請負契約が「建設業法」や「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」等の

法令に違反することがないよう発注者及び受注者の双方で確認し、適正な下請負施工が確保され

ることを目的とする。 

２ 様式（チェックリスト）  

① ：【別紙－１、施工体制台帳（写し）提出時のチェックリスト】  

② ：【別紙－２、下請負契約書記載事項のチェックリスト】  

③ ：【別紙－３、再下請負通知書のチェックリスト（元請業者確認用）】  

④ ：【別紙－４、建設工事の従事者に関する事項（作業員名簿等記載事項）のチェックリスト （元

請業者確認用）】  

⑤ ：【別紙－５、特定専門工事の合意内容チェックリスト（元請業者確認用）】  

３ 作 成  

工事の受注者（元請）は、法令を遵守するとともにチェックリストの内容を確認し、必要な書類を作成

後、チェックリストと併せ、工事打合簿に添付して提出するものとする。 

４ 受注者及び発注者が行う資料の確認及びチェックリストの運用手順  

【受注者】  

① 【別紙－１、施工体制台帳（写し）提出時のチェックリスト】に、確認事項その他必要事項を記

入する。  

② 【別紙－２、下請負契約書記載事項のチェックリスト】により下請負契約書記載事項に不備が

無いか、下請負業者に対する支払い条件等について建設業法を遵守した内容となっているか

を下請負契約毎（２次下請契約以下も含め全て）に確認する。  

③ 元請業者は、【別紙－３、再下請負通知書のチェックリスト】により再下請負契約毎に確認を行

う（２次以下の再下請負が発生した場合に随時）。  

④ 元請業者は、【別紙－４、建設工事の従事者に関する事項（作業員名簿等記載事項）のチェ

ックリスト】により当該現場の従事者に関する事項（氏名、生年月日、年齢、職種、社会保険の

加入状況等）を下請負契約毎（２次下請契約以下も含め全て）に確認する。  
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⑤ 特定専門工事（型枠工事又は鉄筋工事）があり、当該下請けに主任技術者を配置しない場

合、元請業者は、【別紙－５、特定専門工事の合意内容チェックリスト】により下請負契約毎

（２次下請契約以下も含め全て）に確認する。  

⑥ 【別紙－１、施工体制台帳（写し）提出時のチェックリスト】及び「（参考）発注者に提出する書

類」を確認の上、チェックリストとともに所要の書類を監督員へ提出する。変更時は、更新部分

を赤字または太字で示した上で、監督員へ提出すること。  

【監督員】  

① 受注者が必要事項を記入したチェックリストにより、提出書類に不足がないことを確認する。  

② 疑義がある場合は受注者に問い合わせ、必要に応じて指導を行ない、是正を求める。  

③ 常に最新の施工体系図を整理し、施工体制を把握しておく。  

④ 提出書類は、施工現場のプロセスチェックの際に活用する。
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【別紙－１ 施工体制台帳（写し）提出時のチェックリスト】

許可の種類

１次下請負業者名１０： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ８ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ９ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ６ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請 負業 者名 7 ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ４ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ５ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ２ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 ３ ： 下請負契約金額(税込)：

１次下請負業者名 １ ： 下請負契約金額(税込)：

自 社 ( 元 請 ) 名 ：
下請負契約金額(税込)：
（以下に記載する金額の計） ¥0
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【別紙－２ 下請負契約書記載事項のチェックリスト】 

【別紙－３ 再下請負通知書のチェックリスト】
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【別紙－４ 建設工事の従事者に関する事項（作業員名簿等記載事項）のチェックリスト】 

【別紙－５、特定専門工事の合意内容チェックリスト】 
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発注者に提出する書類（事例） 

⑪（2次以下）作業員名簿（写し）⑪（1次）作業員名簿（写し）

⑤（1次）別紙４－チェックリスト

⑪（2次以下）作業員名簿（写し）

⑤（2次以下）別紙４－チェックリスト

⑤（2次以下）別紙４－チェックリスト

⑧（2次以下）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

（参考）発注者に提出する書類

【事例１】
１次下請が１社決まっていて、施工体制台帳（写）と（2次以
下）再下請負通知書（写）を併せて提出する場合。
※特定専門工事があり、当該下請けに主任技術者を配置しな
い場合（特定専門工事が1次下請負以降にある場合も同様に
添付）

⑧（1次）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

⑧（2次以下）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

⑬再下請負通知書（写し）

⑫別紙－３チェックリスト

⑯注文者が承諾した書面（写し）※

【提出に際してのお願い】
①施工体系図提出時に更新する箇所を赤字又は太字にて示して下さい。
【提出不要な書類】
・建設業許可書の写し（元請け・下請けとも）
・請負会社の厚生年金保険や雇用保険加入を証明するもの
・監理技術者などの技術者届けの写しや下請け技術者の資格・免許等の写し
・技術者配置の要件以外の資格や実務経歴の写し

⑮(1次-2次)合意書（写し）※

⑭別紙５－チェックリスト※

⑪（1次）（作業員名簿（写し）

⑤（1次）別紙４－チェックリスト

⑧（1次）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

⑥（元請）作業員名簿（写し）

⑨（元請）契約書（⇔発注者）

⑩（元請）技術者に関する書面

⑤（元請）別紙４－チェックリスト

④施工体制台帳（写し）

③別紙１－チェックリスト

②選定理由書（県様式）

①施工体系図

工事打合簿

⑯注文者が承諾した書面（写し）※

⑮（1次-2次）合意書（写し）※

⑭別紙５－チェックリスト※

⑬再下請負通知書（写し）

【事例３】
既に施工体制台帳（写）は提出済みであり、新規に
再下請負契約（2次以下）が発生した場合。
※特定専門工事があり、当該下請けに主任技術者
を配置しない場合（特定専門工事が1次下請負以
降にある場合も同様に添付）

⑫別紙３ーチェックリスト

②選定理由書（県様式）

①施工体系図

工事打合簿

⑯注文者（発注者）が承諾した書面（写し）※

⑮（元請-1次）合意書（写し）※

⑭別紙５－チェックリスト※

【事例２】
再下請負契約が無い、あるいは未決定のため、施工体制台

帳（写）だけを提出する場合。
※特定専門工事があり、当該下請けに主任技術者を配置し
ない場合（特定専門工事が1次下請負以降にある場合も同

様に添付）

⑥（元請）作業員名簿（写し）

⑤（元請）別紙４－チェックリスト

④施工体制台帳（写し）

③別紙１－チェックリスト

②選定理由書（県様式）

①施工体系図

工事打合簿

（参考）発注者に提出する書類

⑪Ｂ社（1次）作業員名簿（写し）

⑪（2次以下）作業員名簿（写し）

⑤Ｂ社（1次）別紙４－チェックリスト

⑤（2次以下）別紙４－チェックリスト

⑧Ｂ社（1次）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

④Ｂ社施工体制台帳（写し）

③別紙１－チェックリスト（B社）

【事例４】
１次下請が２社以上決まっているため、複
数の施工体制台帳（写）を併せて提出す
る場合。
※特定専門工事があり、当該下請けに主
任技術者を配置しない場合（特定専門工
事が1次下請負以降にある場合も同様に
添付）

⑪Ａ社（1次）作業員名簿（写し）

⑤Ａ社（1次）別紙４－チェックリスト

⑧Ａ社（1次）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

⑥（元請）作業員名簿（写し）

⑤（元請）別紙４－チェックリスト

④Ａ社（1次）施工体制台帳（写し）

③別紙１－チェックリスト（A社）

②選定理由書（県様式）

①施工体系図

工事打合簿

⑧（2次以下）下請負契約書（写し）

⑦別紙２－チェックリスト

⑬再下請負通知書（写し）

⑫別紙－３チェックリスト

Ａ社の下請負人が決
まっている場合の書
類添付位置。

⑯注文者が承諾した書面（写し）※

⑮（1次-2次）合意書（写し）※

⑭別紙５－チェックリスト※
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附則３）提出書類
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